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今
般
の
人
事
院
勧
告
の
野
田
内
閣
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
般
の
人
事
院
勧
告
に
つ
い
て
、
野
田
内
閣
は
、
既
に
提
出
し
て
い
る
給
与
臨
時
特
例
法
案
に
よ
る
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の

引
き
下
げ
幅
に
内
包
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
実
施
を
見
送
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
十
一
月
二
十
四
日
の
衆
議
院
総

務
委
員
会
に
お
い
て
、
川
端
総
務
大
臣
が
昭
和
六
十
一
年
八
月
の
ご
自
身
の
質
問
の
際
の
初
心
を
大
切
に
さ
れ
て
、
「
人
事
院

勧
告
を
最
大
限
尊
重
す
る
」
姿
勢
で
対
処
し
て
い
る
旨
答
弁
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
、
給
与
、
財
政
等
に
か
か
る
諸
問
題

の
取
り
扱
い
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
以
下
六
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

「
人
事
院
勧
告
を
最
大
限
尊
重
す
る
」
立
場
か
ら
し
て
、
平
成
二
十
四
年
度
の
地
方
財
政
計
画
に
お
け
る
人
件
費
の
積
算

に
は
、
今
般
の
人
事
院
勧
告
を
反
映
さ
せ
る
の
か
、
伺
う
。

二

従
前
、
地
方
公
務
員
人
件
費
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
き
た
「
人
勧
準
拠
」
と
い
う
考
え
方
は
、
現
在
も
今
後
も
取
ら
な
い
立

場
で
あ
る
の
か
、
総
務
省
の
見
解
を
伺
う
。

三

仮
に
二
に
つ
い
て
「
人
勧
準
拠
」
と
い
う
考
え
方
を
取
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
同
一
県
内
に
お
け
る
地
域
手
当
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
、
各
県
人
事
委
員
会
の
適
切
な
判
断
に
お
い
て
一
律
に
支
給
す
る
こ
と
を
総
務
省
と
し
て
は
不
適
切
と
考
え
な
い

立
場
に
立
つ
の
か
、
見
解
を
伺
う
。

一



四

仮
に
給
与
臨
時
特
例
法
案
が
十
一
月
末
日
ま
で
に
成
立
し
な
い
場
合
は
、
十
二
月
支
給
の
賞
与
は
人
事
院
勧
告
の
水
準
を

上
回
っ
て
支
給
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
料
す
る
が
、
内
閣
の
取
り
扱
い
を
確
認
す
る
。

五

四
の
状
態
が
生
じ
て
も
、
「
直
ち
に
違
憲
と
は
言
え
な
い
」
と
い
う
内
閣
法
制
局
の
見
解
は
維
持
で
き
る
の
か
、
そ
の
理

由
を
伺
う
。

六

仮
に
給
与
臨
時
特
例
法
案
が
成
立
し
た
場
合
、
地
方
公
務
員
の
給
与
に
か
か
る
国
家
公
務
員
と
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の

比
較
に
お
い
て
は
、
百
を
大
き
く
上
回
る
の
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
が
、
総
務
省
の
見
通
し
を
伺
う
。
ま
た
、
そ
の
数
字

が
地
方
公
務
員
の
給
与
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
問
題
は
な
い
の
か
、
総
務
省
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


